
  

参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

 

令和６年 ２月 ７日 

 

                  四国地方整備局長 佐々木 淑充 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

 

１．当該招請の主旨 

本業務は、四国地方整備局管内における公共工事の建設副産物に係わる排出計

画・実績、再資源化施設・最終処分場に関する情報、並びに建設発生土の搬出・搬

入に係わる情報について、インターネット技術を利用したオンラインシステムによ

り情報を提供するものである。 

建設副産物及び建設発生土に関する情報は、建設リサイクルの推進において重要

な情報であるため、網羅的に収集され、かつ速やかに提供される必要がある。 

このことから、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確

認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

公募の結果、応募者がいない場合、若しくは応募要件を満たすと認められる者が

いない場合にあっては、特定の法人との契約手続に移行する。 

なお、応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法人と当

該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する予定である。 

 

２．業務概要 

  （１）業務名  令和６年度 建設副産物・建設発生土情報提供業務 

（２）業務内容   

建設副産物情報提供及び建設発生土情報提供 

詳細は説明書による。 

(３）履行期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３．業務目的  

本業務は、四国地方整備局管内における公共工事の建設副産物に係わる排出計

画・実績、再資源化施設・最終処分場に関する情報、並びに建設発生土の搬出・搬

入に係わる情報について、インターネット技術を利用したオンラインシステムによ

り情報を提供することを目的とする。 

 

 ４．応募要件 

（１）参加意思確認書の提出者は、次の①から⑧に掲げる資格を満たして

いる単体企業であること。 

 



  

①予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未  

成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条に示す特別な理由がある場合に該当する。 

        ②予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

③令和４・５・６年度の国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務

の提供等」の四国地域の競争参加資格を有する者（会社更生法（平成１４

年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て

がなされている者については、手続開始の決定後、競争参加者の資格に関

する公示（令和５年３月３１日付官報）に基づく再申請の手続きを行った

者であること。）であること。 

④会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再

生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（競争参加資格に関

する公示に基づく再申請の手続きを行った者を除く。）でないこと。 

⑤参加意思確認書の提出期限の日から開札の時までの期間に、四国地方整備

局長から指名停止を受けていないこと。 

⑥警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるも

のとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続

している者でないこと。 

⑦本件に組合等（特別法に基づく協同組合又はこれに類する組織）として証

明書等を提出した場合、その構成員は、単体として証明書等を提出するこ

とはできない。 

⑧説明書の交付を直接受けた者であること。 

（２）業務実施上の要件 

１）業務実績に関する要件 

下記に示される業務について、平成２６年度から公示日までに完了した業

務（再委託による業務の実績は含まない）において、１件以上の実績を有し

ていなければならない。 

なお、令和５年度に完了予定の業務も対象に含むものとする。 

業務：公共事業における建設副産物及び建設発生土に係わる情報をオン

ラインシステムにより情報提供する業務、又は公共事業に係わる情

報をオンラインにより情報提供するためのシステム構築又はオン

ラインシステムにより情報提供する業務 

２）設備・システムに関する要件 

以下①及び②の情報を保有、または配信を行えること。 

①四国地方整備局が発注する工事の受注者が登録する建設副産物に係わる

工事情報（以下「建設副産物情報」という）、公共工事発注機関等※1及び

公共工事発注機関等が発注した工事の受注者が逐次登録した情報※2、四

国地方整備局管内の再資源化施設及び最終処分場を運営する業者に関す

る情報。 

情報提供に際しては、対象とする工事、再資源化施設及び最終処分場の

位置を縮尺変更可能な電子地図上で確認できる機能を有するものとする。 

また、建設副産物情報から建設リサイクル法及び建設副産物実態調査の



  

提出書類が作成できる機能を有するものとする。 

②四国地方整備局が登録した建設発生土の搬出・搬入に係わる工事情報、土

量情報（以下「土量情報等」という）及び公共工事発注機関等が逐次登録

した土量情報等※3 

情報提供に際しては、対象とする工事を中心に半径50kmの範囲内に存在

する、土質・土量・時期等の条件が一致する相手工事を検索出来る機能を

有すると共に、対象工事を中心に相手工事の位置を、縮尺変更可能な電子

地図上で確認できる機能を有するものとする。 

※1 四国地方整備局管内の国、県、市町村等 

※2 建設リサイクル報告様式へ記入する建設副産物情報と同等の情報 

※3 公共工事土量調査入力システムへ登録した土量情報等と同等の情報 

 

（一財）日本建設情報総合センターが有する建設副産物情報交換システ

ム及び建設発生土情報交換システムデータについて、本業務を履行するに

あたりデータの入手を要する場合は、競争参加に先立ち、あらかじめ当該

センターからの入手について書面による了解を得ること。 

書面による了解は、参加意思確認書提出日までに得ることを原則とする

が、参加意思確認書提出日までに書面による了解を得られない場合は、企

画提案書の提出期限までに書面による了解を得ることが必要である。なお、

この場合は参加意思確認書提出日に「企画提案書提出期限までには書面に

よる了解を得られる見込みである」ことを確認できることが要件となる。 

（３）守秘性に関する要件 

社内規則等において、守秘義務の遵守及び違反した場合の規定があること。 

（４）業務執行体制に関する要件 

システムユーザのためのヘルプデスクを設置し、問い合わせ対応を行う体制

を構築すること。また、２４時間体制のシステム監視機能を配備してシステム

監視を行うとともに、システム障害が発生した場合には、早急に原因調査、復

旧作業を行う体制であること。 

 

５．参加意思確認書の提出場所等 

（１）担当部局 

①契約関係 

〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３番３３号 

四国地方整備局 総務部 契約課 購買第一係 

電話 ０８７-８５１-８０６１（代表）FAX ０８７-８１１-８４０３ 

②技術関係 

〒７６０－８５５４ 香川県高松市サンポート３番３３号 

 四国地方整備局 企画部 技術管理課 建設発生土技術係 

電話 ０８７-８５１-８０６１（代表）FAX ０８７-８１１-８４１２（代表） 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 

     交付期間：令和６年２月７日（水）から令和６年２月２６日(月) 

          までの土曜日、日曜日、休日を除く毎日９時００分から１７ 

          時００分まで。 

     交付場所：(1)①に同じ。 

     交付方法：交付の請求は、交付場所に備え付けの交付申請書に必要事項 



  

          を記入し請求する方法、又は必要金額分の切手を添え、必要 

          な説明書の種類と申請者の住所、氏名を明らかにし請求する 

          方法による。 

（３）参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

提出期限：令和６年２月２７日（火）１７時００分（期限内必着） 

提出場所：(1)①に同じ。  

提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。） 

     によること。 

 

６．その他 

（１）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）関連情報を入手するための照会窓口 ５．（１）に同じ。 

（３）当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出予定

期限：令和６年３月１１日（月） １７時００分 

（４）契約書作成の要否  要 
（５）落札決定通知及び契約締結日等 

   １）本契約予定案件は、見積合わせの日に契約予定者を決定し、令和６年度の予

算成立及び令和６年４月１日（予算成立日が４月２日以降の場合は予算成立

日）の到来を停止条件として落札者を決定する旨を書面等により通知する。 

また、落札決定は停止条件の成就をもって書面等により通知し、条件が成就

する日が閉庁日の場合には、当該閉庁日後の最初の開庁日に通知する。 

   ２）本契約に係る契約締結日及び履行期間の始期は、令和６年４月１日からを予

定しているが、予算成立日が４月２日以降の場合は予算成立日を契約締結日及

び履行期間の始期とする。なお、予算成立日が４月２日以降の場合に、やむを

得ず継続履行が必要なもの、法令に基づくもの、緊急避難措置に限り落札予定

者に履行させる見込みである。また、暫定予算となった場合は、本契約に係る

予算が全額計上されている場合には全額の契約とするが、全額計上されていな

い場合には、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 

   ３）成立する予算の状況により、本件の入札契約手続きを延期又は中止する場合

がある。 

（６）詳細は説明書による。 

 


